
種　　類 対  象  者 更  新  方  法

 被保険者証  全員  7月下旬に郵送します。

 限度額適用認定証
  8月以降も

 必要な方

  8月以降も引き続き必要な場合は、窓口にて  

 再度申請が必要です。7月28日から受付しま

 す（持ち物：保険証、マイナンバーカード又は　　　

 マイナンバー通知カード）。

 特定疾病療養受療証
透析治療中

 の方など
 7月下旬に郵送します。

 学生用の保険証
 現在お持ち

 の方

 現在お持ちの保険証は、令和4年3月31日まで 

 お使いいただけますので送付いたしません。

 更新は来年3月に役場窓口にてお願いします。
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 被保険者証  全員
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７月に更新となる国保・後期高齢者医療関係の証書一覧

お持ちの証書の種類に合わせまして、更新方法のご確認をお願いします。

■国民健康保険(国保)の方

■後期高齢者医療の方
（75歳以上の方、または一定以上の障がいのある65歳以上の方）

問い合わせ先

　保健福祉課　国保係 9 番窓口　☎７７－８３７９　

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方へ

保険料（税）の減免制度があります

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、国民健康保険、後期高齢者医療の保険料（税）の

納付が困難になった世帯に対し、令和３年度の保険料（税）について申請に基づき減免を行います。なお、介

護保険料も減免制度があります（広報６月号に掲載）。

◎対象世帯

　新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の令和３年の収入が減少又は減少する見込みの世

帯で次の⑴か⑵に該当する場合です。

※主たる生計維持者とは、原則、住民登録上の世帯主です ( 国民健康保険の擬制世帯主を含む )。ただし、恒

常的に世帯主より所得が多いなど実態が異なる場合はこの限りではありません。

⑴新型コロナウイルス感染症にり患した世帯

　新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯（重篤な傷

　病に該当するには医師の診断書等が必要です）

⑵収入が減少した世帯　 

　世帯の主たる生計維持者が次の①～③のすべてを満たすこと。

　①令和３年の事業収入等（事業、不動産、山林又は給与）のいずれかが、令和２年と比べて３割以上減少し

　　ている。又は３割以上減少の見込みである。

　②令和２年の合計所得金額が 1,000 万円以下である。

　③減少又は減少する見込みの事業収入等に係る所得以外の令和２年の所得の合計額が 400 万円以下である。

　※次の場合はこの減免制度には該当しません。

　　・減少が見込まれる事業収入等に係る令和２年の所得金額又は令和２年の合計所得金額が０円の場合

　　・非自発的失業者に該当（会社都合退職の事由として雇用保険を受給される方）による国保税軽減措置対象者

◎減免対象の期間　　　

   令和３年４月から令和４年３月までの保険料（税）

◎減免する額

　⑴新型コロナウイルス感染症にり患した世帯　対象保険料（税）の全額が免除されます。

　⑵収入が減少した世帯　主たる生計維持者と世帯全体の令和２年の所得に応じて減免の割合を計算し対

                                         象保険料（税）を減額します。

◎申請の期限　　　　　 

　令和４年３月３１日まで

◎申請手続き等　　　　

　収入減少が確認できる書類が必要ですのでお問い合わせください。

問い合わせ先　保健福祉課　国保係９番窓口　☎７７－８３７９

国 民 健 康 保 険 、 後 期 高 齢 者 医 療
に 加 入 し て い る 世 帯 へ の お 知 ら せ


